
NO. 事業名 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

476 438 403 371 341 

476 444 404 361 

0 6 1 -10 -341 

1,410 1,410 803 803 803 

498 492 478 484 495 

507 494 490 471 

9 2 12 -13 -495 

579 579 570 573 573 

60 60 32 32 32 

32 30 28 29 

-28 -30 -4 -3 -32 

52 52 55 58 58 

299 299 299 299 299 

286 268 240 248 

-13 -31 -59 -51 -299 

280 280 300 304 304 

298 298 298 298 298 

398 221 474 397 

100 -77 176 99 -298 

298 298 298 298 298 

子ども・子育て支援事業における量の見込みと確保方策及びその実績

事業内容 区分

①量の見込み

②実績

③差　（②－①）

確保方策

①量の見込み

②実績

③差　（②－①）

確保方策

①量の見込み

②実績

③差　（②－①）

確保方策

①量の見込み

②実績

③差　（②－①）

確保方策

①量の見込み

②実績

③差　（②－①）

確保方策

【１号認定】

　本市に居住する子どもについて、
幼稚園、認定こども園（幼稚園部
分）等の利用状況。（３～５歳の教
育希望）                           
（各年５月１日現在）

【２号認定】

　本市に居住する子どもについて、
保育所、認定こども園（保育所部
分）等の利用状況。（３～５歳の保
育希望）
（各年４月１日現在）

【３号認定】

　本市に居住する子どもについて、
保育所、認定こども園（保育所部
分）等の利用状況。（０歳）
（各年４月１日現在）

【３号認定】

　本市に居住する子どもについて、
保育所、認定こども園（保育所部
分）等の利用状況。（１．２歳）
（各年４月１日現在）

2 

延長保育事業
（単位：人）

計画P.58

　保育認定を受けた子どもについ
て、通常の利用時間以外の時間にお
いて、保育所、認定こども園等で保
育を実施する事業。

1 

幼児期の学校教
育・保育

（単位：人）

計画P.55～P.57

資料１

1



NO. 事業名 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1年生 170 151 143 138 131 

2年生 155 160 142 134 130 

3年生 145 121 125 111 105 

4年生 78 89 74 76 68 

5年生 34 33 38 31 32 

6年生 10 10 10 10 10 

合計 592 564 532 500 476 

1年生 200 154 146 173 

2年生 114 148 144 137 

3年生 156 105 116 116 

4年生 82 81 58 72 

5年生 36 43 32 27 

6年生 12 14 19 15 

合計 600 545 515 540 0 

1年生 30 3 3 35 -131 

2年生 -41 -12 2 3 -130 

3年生 11 -16 -9 5 -105 

4年生 4 -8 -16 -4 -68 

5年生 2 10 -6 -4 -32 

6年生 2 4 9 5 -10 

合計 8 -19 -17 40 -476 

600 600 600 600 600 

事業内容 区分

確保方策

3 

放課後児童
健全育成事業
（単位：人）

計画P.58

　保護者が労働等により昼間家庭に
いない児童に対し、小学校の余裕教
室等を利用して適切な遊び及び生活
指導の場を提供し、児童の健全な育
成を図る事業。

①量の見込み

②実績

③差　（②－①）

2



NO. 事業名 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

11 10 9 8 8 

0 7 0 0 

-11 -3 -9 -8 -8 

11 10 9 8 8 

10,570 10,570 10,570 10,570 10,570 

4,746 4,393 5,111 5,803 

-5,824 -6,177 -5,459 -4,767 -10,570 

10,570 10,570 10,570 10,570 10,570 

281 273 207 192 178 

211 223 236 195 

-70 -50 29 3 -178 

281 273 207 192 178 

4,936 4,713 4,460 4,327 4,245 

5,190 5,615 9,110 7,450 

254 902 4,650 3,123 -4,245 

4,936 4,713 4,460 4,327 4,245 

24 24 24 24 24 

2 9 6 30 

-22 -15 -18 6 -24 

290 290 290 290 290 

53 53 80 80 80 

88 82 87 94 

35 29 7 14 -80 

53 53 80 80 80 

事業内容 区分

①量の見込み

②実績

③差　（②－①）

確保方策

①量の見込み

②実績

③差　（②－①）

確保方策

①量の見込み

②実績

③差　（②－①）

確保方策

①量の見込み

②実績

③差　（②－①）

確保方策

①量の見込み

②実績

③差　（②－①）

確保方策

①量の見込み

②実績

③差　（②－①）

確保方策

4 

子育て短期
支援事業

（単位：人日）

計画P.58

　保護者の疾病等の理由により家庭
において養育を受けることが一時的
に困難となった児童について、児童
養護施設等に入所させ、必要な保護
を行う事業。

5 

地域子育て支援
拠点事業

（単位：人回）

計画P.59

　乳幼児及び保護者が相互の交流を
行う場所を開設し、子育てについて
の相談、情報の提供、助言等の支援
を行う事業。

6 

乳児家庭全戸訪
問事業

（こんにちは赤
ちゃん事業）
（単位：人）

計画P.59

　生後４か月までの乳児のいる全て
の家庭を訪問し、子育て支援に関す
る情報提供や養育環境等の把握を行
う事業。

幼稚園
一時預か

り

幼稚園
一時預か

り
以外

8 

養育支援訪問事
業及び子どもを
守る地域ネット
ワーク機能強化

事業
（単位：人）

計画P.60

　養育支援訪問事業は、養育支援が
特に必要な家庭に対して、その居宅
を訪問し、養育に関する指導・助言
等を行うことにより、当該家庭の適
切な養育の実施を確保する事業。
　子どもを守る地域ネットワーク機
能強化事業は、要保護児童対策地域
協議会の機能強化を図るため、調整
機関職員や関係機関からなるネット
ワーク構成員の専門性強化と、ネッ
トワーク機関との連携強化を図る事
業。

7 

一時預かり事業
（単位：人日）

計画P.59

  家庭において保育を受
けることが一時的に困難
となった乳幼児につい
て、主として昼間におい
て、幼稚園、保育所、認
定こども園、その他の場
所で一時的に預かり、必
要な保護を行う事業。

3



NO. 事業名 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

419 406 393 378 367 

183 249 429 313 

-236 -157 36 -65 -367 

419 406 393 378 367 

1,098 1,098 1,098 1,098 1,098 

787 739 711 1,005 

-311 -359 -387 -93 -1,098 

1,098 1,098 1,098 1,098 1,098 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

0 0 0 0 -1 

1 1 1 1 1 

410 412 398 381 365 

368 399 348 279 

-42 -13 -50 -102 -365 

410 412 398 381 365 

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施 実施

事業内容 区分

①量の見込み

②実績

③差　（②－①）

確保方策

①量の見込み

②実績

③差　（②－①）

確保方策

①量の見込み

②実績

③差　（②－①）

確保方策

①量の見込み

②実績

③差　（②－①）

確保方策

①量の見込み

②実績

確保方策

9 

病児保育事業
（単位：人日）

計画P.60

　病院・保育所等に付設された専用
スペース等において、看護師等が一
時的に保育等を行う事業。

10 

ファミリー・サ
ポート・セン
ター事業　　　　　

（単位：人日）

計画P.60

　乳幼児や小学生等の児童を有する
子育て中の保護者を会員として、児
童の預かり等の援助を受けることを
希望する者と当該援助を行うことを
希望する者との相互援助活動に関す
る連絡、調整を行う事業。

11 

利用者支援事業
（単位：か所）

計画P.60

　子ども又はその保護者の身近な場
所で、教育・保育施設や地域の子育
て支援事業等の情報提供及び必要に
応じ相談・助言等を行うとともに、
関係機関との連絡調整等を実施する
事業。

12 

妊婦健康診査
（単位：人）

計画P.61

　妊婦の健康の保持及び増進を図る
ため、妊婦に対する健康診査とし
て、健康状態の把握、検査計測、保
健指導を実施するとともに、妊娠期
間中の適時に必要に応じた医学的検
査を実施する事業。

13 

実費徴収に係る
補足給付を行う

事業
（実施の有無）

計画P.61

　保護者の世帯所得の状況等を勘案
して、特定教育・保育施設等に対し
て保護者が支払うべき日用品、文房
具その他の教育・保育に必要な物品
の購入に要する費用又は行事への参
加に要する費用等及び特定子ども・
子育て支援施設に対して保護者が支
払うべき給食にかかる費用を助成す
る事業。

4


